
号
の
規
定
に
よ
る
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
四

年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号
、
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号
、

昭
和
五
十
八
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号
、
平
成
元
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
一

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
後
、
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。）
の
た
め
に
寄
附
を

受
け
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号
の
二

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年四

月
一
日

号
外
第
二
十
九
号

火　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
二
項
適
用
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
者
氏
名
　
　
　
　
会
計
責
任
者
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

自
由
連
合
山
梨
県
支
部

石
　
井
　
健
　
祐

河
　
野
　
恒
　
之

西
八
代
郡
三
珠
町
上
野
三
〇
八
〇
│
七

健
有
会

土
　
屋
　
勝
　
士

八
　
巻
　
秀
　
一

西
八
代
郡
三
珠
町
三
〇
八
〇
│
七

一
徳
会

丸
　
山
　
和
　
徳

菊
　
島
　
昭
　
彦

東
八
代
郡
一
宮
町
中
尾
九
九
二

昭
和
町
を
良
く
す
る
会
哲
友
会

深
　
澤
　
秋
　
男

深
　
澤
　
敏
　
朗

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
東
中
島
二
〇
三
九

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｙ
21

藤
　
川
　
秀
　
樹

松
　
村
　
　
　
政

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
極
楽
寺
四
二
七



示
第
二
十
五
号
、
平
成
十
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号
、
同
第
四
十
八
号
、
平
成
十
一

年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号
、
平
成
十
四
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

及
び
平
成
十
五
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号
の
一
部
改
正
）

一
の
表
中
「
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
桃
園
三
四
〇
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
三
四
〇
」
に
改
め
、
二
の

表
中
「
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
小
笠
原
五
七
二
　
九
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
八
八
〇
番
地
の
三
」
に
、

「
〃
　
　
　
若
草
町
十
日
市
場
七
二
七
」
を
「
〃
　
　
　
　
　
　
十
日
市
場
七
二
七
」
に
改
め
る
。

（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号
の
一
部
改
正
）

表
中
「
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
上
宮
地
一
四
〇
八
番
地
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
上
宮
地
一
四
〇
八
番
地
」

に
改
め
る
。

（
昭
和
五
十
八
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号
の
一
部
改
正
）

表
中
「
山
梨
医
科
大
学
医
学
部
附
属
病
院
」
を
「
山
梨
大
学
医
学
部
附
属
病
院
」
に
、「
中
巨
摩
郡

玉
穂
村
下
河
東
一
一
一
〇
番
地
」
を
「
中
巨
摩
郡
玉
穂
町
下
河
東
一
一
一
〇
番
地
」
に
改
め
る
。

（
平
成
元
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号
の
一
部
改
正
）

表
中
「
中
巨
摩
郡
白
根
町
在
家
塚
一
三
〇
五
番
地
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
在
家
塚
一
三
〇
五
番
地
」

に
改
め
る
。

（
平
成
十
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号
の
一
部
改
正
）

表
中
「
中
巨
摩
郡
甲
西
町
荊
沢
二
五
五
番
地
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
荊
沢
二
五
五
番
地
」
に
改
め
る
。

（
平
成
十
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
八
号
の
一
部
改
正
）

表
中
「
中
巨
摩
郡
甲
西
町
田
島
一
一
〇
八
番
地
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
田
島
一
一
〇
八
番
地
」
に
改

め
る
。

（
平
成
十
一
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号
の
一
部
改
正
）

表
中
「
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
小
笠
原
一
〇
七
七
番
地
二
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
一
〇
七
七
番
地

二
」
に
改
め
る
。

（
平
成
十
四
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号
の
一
部
改
正
）

表
中
「
南
巨
摩
郡
富
沢
町
福
士
二
六
八
八
番
地
三
」
を
「
南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
二
六
八
八
番
地
三
」

に
改
め
る
。

（
平
成
十
五
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号
の
一
部
改
正
）

表
中
「
中
巨
摩
郡
白
根
町
西
野
二
二
九
四
番
地
二
」
を
「
南
ア
ル
プ
ス
市
西
野
二
二
九
四
番
地
二
」

に
改
め
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
九
号
　
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日

二


